
1 

 

熊本市上下水道局広報業務受託候補者審査基準 

 

 熊本市上下水道局広報業務受託候補者審査の審査基準に関し、以下のとおり定めるも

のとする。 

 

１ 方法 

(1) 「熊本市上下水道局広報業務受託候補者選定委員会設置要綱」に基づき「熊本

市上下水道局広報業務受託候補者選定委員会」において、審査を行う。 

(2) 審査方法は、審査項目ごとの評価点数の合計点数を競う「プロポーザル方式」

により行う。 

 

２ 審査の手順 

(1) 提案書等受付時に経営企画課（以下「事務局」という。）にて提示金額が提案上

限額以内であるかを確認する。提示金額が提案上限額を超えている場合には、そ

の提案書は審査から除外する。また、提出された提案者(会社等)及び現場責任者

(正)の同種業務実績書から同種業務実績数を集計し「別表 評価項目」に示した

「実績体制」を評価する。 

(2) 選定委員会の委員（以下「委員」という。）及び事務局は提案書等の記載内容を

確認する。 

(3) 委員は、参加表明時に提出された「プロポーザル参加者の同種業務の実績書（様

式第 3 号）」、同種業務の実績を証する契約書及び仕様書など設計図書等の写し

を確認する。 

(4) 委員は、「別表 評価項目」に示した「提案内容」を評価する。 

(5) 事務局は、(1)において事務局が評価した「実績体制」の点数と、(4)において

各委員が評価した「提案内容」の点数を提案者ごとに合計し、全委員の合計点数

を提案者の得点とする。 

 

３ 受託候補者の選定 

 (1) 審査の結果、合計点数の最も高い提案者を受託候補者、次点の者を受託次点候

補者として選定する。 

 (2) 複数の提案者が同点の場合には、評価項目のうち、「提案内容」の合計点数が高

い者を上位とする。 

   「提案内容」の合計点数も同じ場合は、「提案内容の総合的評価」の合計点数が

高い者を上位とする。「提案内容の総合的評価」の合計点数も同じ場合は委員の協

議により選定する。 

 (3) いずれの提案も合計点数が 360 点未満の場合には、要求する水準に満たないも

のとして候補者の選定に至らないものとする。 




